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 市民の皆様へ 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
（市民生活課扱い） 

 
 

パソコン回収事業者のご紹介 
 
 
 標記につきまして、パソコン、パソコン用ディスプレイ、ノートパソコンにつ

いては、資源有効利用促進法により、メーカーに回収が義務付けられています。 
 このことから、市ではパソコン等をごみとして回収しておりませんが、メーカ

ーのホームページ等で申し込むのが難しいとの声があることから、リネットジ

ャパンリサイクル㈱と連携協定を締結し、パソコン等のリサイクル先としてご

紹介していますので、詳しくは別紙をご覧ください。 
 法律によりパソコン等や、テレビなどの家電等、ごみとして扱えない品目もあ

りますので、適切な分別やゴミの出し方にご協力をお願いします。 
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